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は じ  め に 

 

 わが国は、住民が選挙によ っ て代表者を 選出し 、その代表者が政治を 行う 間接民

主制を と っ ていま す。  

 し たがっ て、選挙は民主政治を支える 基盤であり 、住民一人ひと り が政治に強い

関心を 持ち、主権者と し ての自覚と 豊かな政治常識、選挙の重要性を身につける こ

と が大切になってき ま す。  

 そこ で、 少し でも その手助けになればと 本冊子を 作成し ま し た。  

 本冊子では、選挙に関する 全般的な基本的事項を説明する と と も に、たと えば、

岡崎市における 期日前投票所、 不在者投票指定施設など 岡崎市の有権者のための

情報も 掲載し てあり ま す。  

 ど う か折にふれこ の冊子を 御覧いただき 、 明る い選挙啓発の資料と し て御利用

く ださ い。  

 

 

 令和７ 年９ 月 

 

 

岡 崎 市 選 挙 管 理 委 員 会 
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第１  政治と 選挙 

 

 「 人民の、 人民によ る 、 人民のための政治」 と いう 言葉があり ま す。 政治は誰

のも のでも ない国民自身のも の、 と いう こ と です。 政治を 私たち自身のも のと す

る パイ プと し て「 選挙」 と いう 方法がと ら れていま す。 選挙は、 私たちが政治に

参加する 大切な機会です。  

 政治に国民の意思が正し く 反映さ れる かど う かは、 私たち一人ひと り が選挙の

役割と し く みを よ く 知り 、 選挙において正し く 行動する かにかかっ ていま す。  

 国や地方の政治の担当者を 選出する のが選挙ですから 、 選挙は、 その結果が私

たちの生活に反映する 極めて重要な意味を 持っ ていま す。 政治と 選挙の結びつき

を よ く 考え、 選挙を 通じ て主権者たる 私たちの意思を 正し く 政治に反映さ せる こ

と によ り 、 国政や地方自治の一層の進展を 図ら なければなり ま せん。  

 

 現在の選挙制度は、 次の３ つの原則から 成り 立っ ていま す。  

  

１  選挙平等の原則 一定の年齢に達し ている 者に選挙権、 被選挙権を 認める 。 

 

２  投票自由の原則 選挙人は自由な判断で投票し 、 その秘密は守ら れる 。  

 

３  選挙公正の原則 選挙の執行は公正平等に行われる 。  

 

 公職選挙法は、 こ の精神の上に立っ て定めら れている 選挙の基本法です。  

 （ 昭和 25 年に制定さ れ、 その後数々の改正が行われていま す。）  

 

● 選挙管理委員会 

選挙の管理執行に当たる 機関と し て、 国の中央選挙管理会のほか、 都道府県や

市町村に選挙管理委員会が置かれていま す。  

都道府県や市町村の選挙管理委員会は、 首長から 独立し た執行機関で、 議会の

選挙で選ばれた４ 人の委員によ り 構成さ れており 、 その任期は４ 年です。  

主な仕事は、 各種選挙や住民投票の管理執行、 選挙人名簿の調製など です。  
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第２  選挙の種類  

  

「 選挙」 は、 大き く ２ つの分類に分けら れま す。 ひと つは、 ど んな公職の人を

選ぶかと いう 分類です。 国会議員や都道府県知事・ 都道府県議会議員、 市区町村

長・ 市区町村議会議員など 、選ぶ対象が定めら れていま す。も う ひと つは、「 選挙」

を 行う べき 理由（ 選挙事由） での分類です。 任期満了、 議会の解散、 議員の欠員

など 選挙を 行う 理由が定めら れていま す。  
     

公職の種類によ る 分類 

選挙の種類       定  数  等 

衆
議
院
議
員
総
選
挙 

衆議院議員 

小選挙区選挙 

全国を 289 区に分け、 定数は 289 名 

（ 愛知県は 16 選挙区、 16 名）  

（ 岡崎市・ 西尾市が、 第 12 区）  

衆議院議員 

比例代表選挙 

全国を 11 の選挙区（ ブロ ッ ク ） に分け、 定数は

176 名 
（ 東海選挙区（ 岐阜、静岡、愛知、三重） は 21 名） 

参
議
院
議
員
通
常
選
挙 

参議院議員 

選挙区選挙 

都道府県の区域（ 例外と

し て島根・ 鳥取及び徳島・

高知は合区） を 各選挙区

と し 、 定数 148 名 

（ 愛知県は８ 名）  

参議院議員は３ 年ご

と に半数改選さ れる

ため、 １ 回の選挙で

選出さ れる 定数は、

選挙区選挙で 74

人、 比例代表の選挙

で 50 人 
参議院議員 

比例代表選挙 

全 国 が １ 区 域 で 定 数

100 名 

都道府県知事選挙 都道府県の区域全体で定数１ 名 

市区町村長選挙 市区町村の区域全体で定数１ 名 

一
般
選
挙 

都道府県議会議員選挙 

選挙区は原則と し て郡市（ 指定都市では区） の

区域を 基準にし て県の条例で定めら れている 。

定数も 地方自治法の規定によ り 県の条例で定め

ら れている 。  
（ 愛知県は 102 名、岡崎市及び額田郡選挙区５ 名） 

市区町村議会議員選挙 

市の区域全体で選挙。 定数は地方自治法の規定

によ り 市の条例で定めら れている 。  

（ 岡崎市は定数 37 名）  
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● 特別な選挙 

１  再選挙 

選挙が行われても 必要な数だけの当選人が得ら れなかっ たり 、 選挙期日後に

死亡、 当選無効があっ た場合等に行われま す。  

２  補欠選挙 

  既に行われた選挙の当選人が議員の身分を 取得し た後に死亡、 退職等によ っ

て欠けた場合に繰上補充を し ても なお一定数の欠員が補充でき ないと き に、 そ

の欠員数が一定数に達し た場合に行われま す。  

３  増員選挙 

  議会の議員の任期中に議員の定数を 増員し て行う 市町村の議員の選挙です。  

４  設置選挙 

  新たに市町村の設置があっ たと き に行われま す。  
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第３  選挙期日 

  

選挙は、 それぞれの選挙を 行う 必要が生じ た日から 一定の期間内に行う こ と に

なっ ていま す。 任期満了によ る 選挙を 普通の選挙と すれば、 退職・ 死亡等によ る

欠員を 補充する 選挙等は、 特別の選挙と いう こ と ができ ま す。  

 選挙期日すなわち投票日は、 その選挙に関する 事務を 管理する 選挙管理委員会

等があら かじ め定めま すが、 正式にはその選挙期日の一定期間前に公示（ 告示）

さ れま す。  

 こ の公示（ 告示） があっ て、 初めて立候補の受付が行われ、 選挙運動が始ま る

わけです。  

 公示（ 告示） 日と 選挙期日と の間が長すぎる と 選挙運動費用がかさ むと いう 問

題があり 、 短すぎる と 選挙運動が不徹底になる 心配も ある ので、 こ れま でにも い

く 度か改正があり ま し たが、 現行法の公示（ 告示） の日は選挙の種類ご と に次の

よ う に定めら れていま す。  

  １  衆議院議員選挙･･････････････････････････････少なく と も 12 日前 

  ２  参議院議員選挙･･････････････････････････････ 〃  17 日前 

  ３  都道府県知事選挙････････････････････････････ 〃  17 日前 

  ４  政令指定都市の長（ 例： 名古屋市長） の選挙････  〃  14 日前 

  ５  都道府県議会議員選挙及び政令指定都市の議会の 

議員（ 例： 名古屋市議会議員） の選挙･・ ・ ･････  〃   ９ 日前 

  ６  政令指定都市以外の市長及び市議会議員選挙････  〃   ７ 日前 

  ７  町村長及び町村議会議員選挙･･････････････････  〃   ５ 日前 

 

  選挙メ モ１  

 

 衆議院の解散 日本国憲法の下こ れま で（ 第 24 回から 第 50 回ま で） に

27 回総選挙が行われま し たが、 その内解散によ る 選挙が 26 回で、 任期満了

によ る 選挙は昭和 51 年に行われた第 34 回総選挙の 1 回だけです。  
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選挙メ モ３  

 

90 日特例 平成９ 年６ 月に公職選挙法が改正さ れ、 同一地方公共団体の長

と 議会の議員の任期満了日が 90 日以内にある 場合においては、 当該地方公共

団体の選挙管理委員会の定める と こ ろ によ り 、 長の選挙と 議員の選挙を 同時

に行う こ と が可能と なり ま し た。  

 岡崎市も 、こ の 90 日の特例の要件に該当し たため、平成 12 年、平成 16 年、

平成 20 年、 平成 24 年に市長と 市議の同時選挙を 執行し ま し た。  

（ ※ こ の４ 回の同時選挙によ り 、 市長と 市議の任期満了日が近く なっ たた

め、 平成 28 年の市長・ 市議会議員選挙から は、 90 日特例を 採用し ない通常の

同時選挙と し て執行さ れていま す。）  

 

 

選挙メ モ２  

 

公示と 告示 公示又は告示と は、ある 一定のこ と を 広く 住民に知ら せる こ と

で、 衆議院議員の総選挙と 参議院議員の通常選挙のと き だけ、 天皇の詔書によ

っ て選挙を 行う こ と が公表さ れる ので、 特にこ れを 公示と いっ ていま す。  

 それ以外の選挙については、 その選挙を 管理する 選挙管理委員会が公表し 、

こ れを 告示と いっ ていま す。  
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第４  選挙権及び被選挙権 

 

１  選挙権（ 選ぶ権利）  

衆議院議員 満 18 歳以上の日本国民 

参議院議員 〃 

愛知県知事 

愛知県議会議員 

 

 

満 18 歳以上の日本国民 

引き 続き ３ か月以上県内の市町村に住所がある 人 

 

※ 上記によ り 選挙権を 有し ていた人が県内の他の市

町村に住所を 移し た場合も 、 引き 続き 選挙権があり

ま す。  

岡崎市長 

岡崎市議会議員 

満 18 歳以上の日本国民 

引き 続き ３ か月以上岡崎市に住所がある 人 

注： 選挙権があっ ても 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に名前が載っ ていない人 

は、 投票を する こ と ができ ま せん。 ま た、 選挙人名簿に名前が載っ ている  

人でも ７ ページ３ の⑴～⑸に該当する 人は、投票を する こ と ができ ま せん。 

    

 

選挙メ モ４  

 

選挙権年齢の 18 歳への引下げ 平成 27 年６ 月に公職選挙法が改正さ れ、

選挙権が得ら れる 年齢を 引き 下げて、 こ れま での「 満 20 歳以上」 から 「 満 18

歳以上」 と なり ま し た。 適用さ れる のは、 衆参の国政選挙のほか、 地方公共団

体の長と 議会の議員選挙、 最高裁判所裁判官の国民審査など です。  

選挙権年齢が引き 下げら れる のは昭和 20 年に「 満 25 歳以上」 から 「 満 20

歳以上」 と なっ て以来 70 年ぶり で、 こ れに伴い、 有権者全体の約 2. 3％にあ

たる 約 240 万人が新たに有権者に加わる こ と になり ま し た。  
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２  被選挙権（ 選ばれる 権利）  

衆議院議員 満 25 歳以上の日本国民 

参議院議員 満 30 歳以上の日本国民 

愛知県知事 満 30 歳以上の日本国民 

愛知県議会議員 
満 25 歳以上の日本国民 

愛知県議会議員の選挙権のある 人 

岡崎市長 満 25 歳以上の日本国民 

岡崎市議会議員 
満 25 歳以上の日本国民 

引き 続き ３ か月以上岡崎市に住所のある 人 

         

３  選挙権、 被選挙権のない人 

⑴ 拘禁刑以上の刑に処せら れ、 その執行を 終わる ま での人 

⑵ 拘禁刑以上の刑に処せら れ、 その執行を 受ける こ と がなく なる ま での人

（ 刑の執行猶予中の人を 除く 。）  

⑶ 公職にある 間に犯し た収賄罪又はいわゆる あっ せん利得罪によ り 刑に処

せら れ、 その執行を 終わり 若し く はその執行の免除を 受けた人で５ 年を 経

過し ないか又はその刑の執行猶予中の人（ 被選挙権については、 さ ら にそ

の後５ 年間停止さ れる 。）  

⑷ 法律の定めによ り 行われる 選挙、 投票、 国民審査に関する 犯罪によ り 拘

禁刑に処せら れその刑の執行猶予中の人 

⑸ 公職選挙法又は政治資金規正法の規定に違反し て罰金以上の刑に処せら

れた人については、 それぞれの罪の重さ に応じ て選挙権、 被選挙権を 停止

さ れた期間 
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第５  選挙人名簿及び在外選挙人名簿 

 

 選挙人名簿は、 選挙権のある 人を あら かじ め登録し ておいて、 選挙の際に投票

所で照合の上、 投票を し ていただく も のです。  

 なお、 国外に居住する 選挙人については、 在外選挙人名簿に登録する こ と によ

り 、 衆議院議員及び参議院議員の選挙、 並びに最高裁判所裁判官国民審査に投票

する こ と ができ ま す。  

 

１  選挙人名簿 

⑴ 名簿の登録 

こ の名簿は、 市町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて作成し ま

す。一度登録さ れる と 選挙資格に異動のない限り 、永久に登録さ れていま す。  

住民基本台帳に登録さ れていない人は、 選挙人名簿に登録する こ と ができ

ま せんので、 住所を 移転さ れる 場合には、 必ず住民票の移転手続き を 行う こ

と が必要です。  

 登録は、 毎年３ 月、 ６ 月、 ９ 月及び12月のそれぞれの月の１ 日に行う 定時

登録と 、 選挙の都度行う 選挙時登録と があり ま す。  

⑵ 登録の資格 

・ 満 18 歳以上の日本国民 

・ 引き 続き ３ か月以上その市町村の住民基本台帳に記録さ れ、 居住し ている  

・ 前述の選挙権を 有し ない人に当たら ない人 

 

  選挙メ モ５  

 

選挙人名簿抄本の閲覧制度 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさ せる こ と で

正確性を 期せる よ う その抄本を 閲覧出来る よ う に定めら れていま す。具体的には次

のよ う な場合に閲覧でき ま す。  

① 選挙人名簿の登録の有無を 確認する ために閲覧する 場合 

② 公職の候補者等、 政党その他の政治団体が、 政治活動（ 選挙運動を 含む。）

を 行う ために閲覧する 場合 

③ 統計調査、 世論調査、 学術研究その他の調査研究で公益性が高いと 認めら れ

る も ののう ち政治・ 選挙に関する も のを 実施する ために閲覧する 場合 

なお、 選挙期日の公示又は告示の日から 選挙期日５ 日後ま では閲覧でき ま せん。 
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２  在外選挙人名簿 

  海外在留邦人については、 住所が国内にないため選挙人名簿に登録さ れず、

選挙権はあっ ても 投票する 機会が与えら れていま せんでし たが、 平成 10 年５

月に公職選挙法が一部改正さ れ、 海外在留邦人にも 投票する 機会が与えら れる

よ う になり ま し た。  

⑴ 名簿の登録 

国内居住者と 異なり 、 海外の居住地の在外公館を 通じ て日本における 最終

住所地ある いは本籍地の市町村の選挙管理委員会に申請し 、 資格がある と 認

めら れて初めて在外選挙人名簿に登録さ れま す。  

ま た、 公職選挙法の一部改正によ り 、 平成 30 年６ 月から 、 最終住所地の市

町村の選挙人名簿に登録さ れている 人は、 出国時に転出届と 同時に市町村の

窓口で在外選挙人名簿の登録申請ができ る よ う になり ま し た。  

⑵ 対象と なる 選挙 

衆議院議員、 参議院議員の選挙及び国民審査が対象と なり ま す。  

在外投票は、平成12年５ 月１ 日以降に実施さ れる 国政選挙から 対象と さ れ、

平成12年６ 月25日に行われた第42回衆議院議員総選挙において初めて実施さ

れま し た。  

当初、 投票でき る 選挙は比例代表選挙に限ら れていま し たが、 平成19年６

月１ 日に選挙区選挙、 令和５ 年２ 月17日に国民審査も 対象と さ れま し た。  
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第６  投票 

 

 「 選挙は、 投票によ り 行う 」 と 公職選挙法第 35 条 

に規定さ れていま す。 私たちが政治に参加でき る 機会 

と も いう べき 投票が、 いかに重要である かは多言を 要 

し ま せん。 それゆえに、 選挙人の自覚ある 一票の行使 

が大切なこ と はも ちろ んですが、 投票を 管理する 側も 、  

こ の投票が自由かつ公平に行われる よ う 最大の努力を 傾けま す。  

 投票は、 選挙の当日、 自ら 所定の投票所に出向いて行う のが原則ですが、 選挙

人の便宜を 考慮し て例外の扱いも 認めら れていま す。  

 

１  投票当日の投票所における 投票 

  投票所は、 学校、 保育園、 市民ホーム その他の適当な施設に設けら れま す。  

  有権者本人が定めら れた投票所に行っ て、 投票時間中（ 午前７ 時から 午後８

時ま で） に投票する こ と になっ ていま す。  

 < 手 順 > 

① 受付係に入場整理券を 出し ま す。  

② 名簿対照係で、 選挙人名簿と 対照 

し ま す。  

③ 投票用紙交付係で、 投票用紙が交 

付さ れま す。  

④ 投票記載台で、 投票用紙に候補者の 

 氏名等を 記載し ま す。  

⑤ 投票箱に投函し ま す。  

（ 投票が複数ある 場合は、 ③～⑤ 

を 繰り 返し ま す。）  

 ※ 入場整理券を 紛失し たり 、 当日忘れたり し た場合でも 投票はでき ま す。  

  投票所で係員にお申し 出く ださ い。  

○
投
票
管
理
者 

○
投
票
立
会
人 

○
投
票
立
会
人 

 

投票用紙交付係 

名簿対照係 

受付係 

投票記載台 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

投票箱 

入口 出口 
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例外的な投票方法 

 

 ① 代理投票 

   身体の不自由な人で、候補者の氏名等を 自書でき ないと き は、投票管理者に

申請すれば、補助者が本人に代わっ て投票用紙に本人の指示する 候補者氏名等

を 記載し ま す。  

 

 ② 点字投票 

   目の不自由な人は、 投票管理者に申請すれば点字投票ができ ま す。  

 

 

 

 

  選挙メ モ６  

 

電子投票 投票用紙に候補者氏名を 自書する のを 自書式投票、候補者の氏名が印

刷さ れている 投票用紙に○（ マル） を つける のを 記号式投票と いいま す。  

従来はそう いっ た「 紙」 によ る 投票のみでし たが、 新たな法律の制定によ り 、 地

方自治体の長や議員の選挙に限り 「 電子投票」 が認めら れる こ と になり ま し た。 こ

れは、 銀行の現金自動預払機（ ATM） のよ う に機械の画面上の候補者名を タ ッ チす

る こ と など によ り 投票を する も のです。  

平成 14 年６ 月 23 日に岡山県新見市において、わが国初の電子投票によ る 選挙が

行われま し た。  

と こ ろ が、 シス テム ダウ ン 時への対応等の問題も あり 普及が進ま ず、 ま た、 事業

者の参入も 増えず、 平成 30 年、 最後のシス テム 提供事業者が撤退する こ と と なり 、

一時は電子投票を 実施する 市町村はなく なり ま し た。  

し かし 、 令和６ 年 12 月 22 日に大阪府四条畷市において、 全国で８ 年ぶり に電子

投票が実施さ れたため、今後導入する 自治体が増える き っ かけと なる かも し れま せ

ん。  
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２  選挙期日前の投票 

  投票日当日、 仕事や用務、 旅行など で投票に行く こ と ができ ない場合は、 投

票日前に投票する こ と ができ ま す。 期間は、 選挙期日の公示（ 告示） 日の翌日

から 投票日の前日ま でで、 それぞれの定めら れた手続によ っ て投票する こ と が

認めら れていま す。  

 

＜選挙期日前に投票のでき る 理由＞ 

① 仕事、 学業、 地域行事、 冠婚葬祭その他の用務に従事 

② 用事又は事故のため、 投票所のある 区域の外に外出・ 旅行・ 滞在 

③ 疾病、 負傷、 出産、 老衰、 身体障害等のため歩行が困難又は刑事施設等に

収容 

④ 交通至難の島等に居住・ 滞在 

⑤ 住所移転のため、 本市町村以外に居住 

⑥ 天災又は悪天候によ り 投票所に行く こ と が困難 

 

 平成 15 年 12 月の公職選挙法の改正によ り 「 期日前
き じ つ ま え

投票制度」 が創設さ れ、 従

来の不在者投票のよ う に、 投票用紙を 封筒に入れて、 それに署名する と いっ た手

続が不要と なり 、 投票がし やすく なり ま し た。  

 従来の不在者投票のう ち、 選挙人名簿に登録さ れている 市の選挙管理委員会で

行う 投票は、 原則と し て期日前投票に移行し ま し たが、 旅行地や滞在地の選挙管

理委員会で行う 不在者投票や病院、 老人ホームなど で行う 不在者投票の方法は従

来ど おり です。 ただし 、 投票期間は期日前投票と 同じ く 、 公示又は告示の日の翌

日から 選挙期日の前日ま でと なり ま す。  
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⑴ 名簿登録地の市区町村における 投票（ 期日前投票）  

岡崎市の選挙人名簿に登録さ れている 方が、 岡崎市において、 選挙期日の

前に投票する 方法です。  

  ア  場所  

市役所東庁舎ロ ビ ー、 市内７ か所の支所又は市民セン タ ー、 イ オン モー

ル岡崎 

    

 

 

   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

額田支所 

  

岡崎支所           岩津支所          大平市民センタ ー 

東部市民センタ ー         矢作支所          六ツ 美市民センタ ー 

 

大平市民ｾﾝﾀ  ー

東部市民ｾﾝﾀ  ー

六ツ美市民ｾﾝﾀ  ー

イ オンモール岡崎 
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イ  期間  

公示（ 告示） 日の翌日から 投票日前日ま で（ 土日・ 祝日を 含む。）  

※ 参議院議員選挙及び愛知県知事選挙では、 市役所東庁舎ロ ビ ー以外の

場所での投票期間を 公示（ 告示） 日の９ 日後から 投票日前日ま でに短縮

し ていま す。  

 ウ  時間  

午前８ 時 30 分から 午後８ 時ま で 

エ 手順  

① 宣誓書に必要事項を 記入する 。  

② 投票所の受付で宣誓書を 提出し 、 選挙人名簿に登録さ れている こ と の

確認を 受ける 。  

③ 投票用紙の交付を 受ける 。  

④ 投票記載台で投票用紙に候補者の氏名等を 記載し 、 投票する 。  

 

※ イ オンモール岡崎の開設期間は、投票日の前３ 日間で、午前 10 時から 午後

８ 時ま でです。  

※ 場所、 期間及び時間については、 変更さ れる 場合があり ま す。  

 ※ 令和２ 年 10 月 18 日執行の岡崎市長選挙及び岡崎市議会議員一般選挙、 令

和３ 年 10 月 31 日執行の衆議院議員総選挙では、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症

対策の観点から 、 利用者の多い岩津支所の混雑緩和のため、 近隣の岩津市民

セン タ ーで期日前投票最終日のみ期日前投票所を 臨時開設し ま し た。  

  

改正後の不在者投票 
（ 期日前投票）  

三
河
太
郎 

期日前投票所にて 

投票用紙への記載 

投 

票 

箱 

選挙人が投票用紙を  

直接投票箱へ 

開票所へ 
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⑵ 名簿登録地以外の市区町村における 投票（ 不在者投票）  

   長期出張、 出産によ る 里帰り 、 学業等のため、 選挙期間中に投票のために 

名簿登録地である 岡崎市へ帰っ てく る こ と ができ ない人のための方法です。  

   事前に岡崎市の選挙管理委員会と 郵送によ る 手続を し ていただければ、 滞 

在先の選挙管理委員会で投票ができ ま す。  

   こ の方法は、 何回も の郵送を 要し ま すので早めの手続が必要です。  

 

 ＜手順＞  

① 宣誓書・ 請求書を 作成し 、 岡崎市選挙管理委員会へ郵送する 。  

② 投票用紙等必要書類が岡崎市選挙管理委員会から 滞在先に送付さ れる 。  

③ 全ての書類を も っ て、 滞在先の選挙管理委員会に出向いて投票する 。  

※ 開封し てはいけない封筒があり ま すので、 そのま ま お持ちく ださ い。  

④ 滞在先の選挙管理委員会で投票用紙に記入し 、内封筒、外封筒に入れて、

滞在先の選挙管理委員会に提出する 。  

⑤ 滞在先の選挙管理委員会が岡崎市選挙管理委員会へ送付する 。  
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⑶ 指定病院等における 不在者投票 

   県の選挙管理委員会が指定する 病院、 老人ホーム等の不在者投票施設に入 

院又は入所中の人は、 その施設において不在者投票を 行う こ と ができ ま す。  

    

岡崎市内の不在者投票指定施設一覧（ 令和７ 年９ 月１ 日現在）  

種  別 施 設 名 所  在  地 

病    院 
羽栗病院 岡崎市羽栗町字田中 26･27･30 番合併地 

岡崎共立病院 岡崎市羽根町字中田 64-1 

岡崎南病院 岡崎市羽根東町 1 丁目 1-3 

三河病院 岡崎市戸崎町字牛転 2 

岡崎市民病院 岡崎市高隆寺町字五所合 3-1 

宇野病院 岡崎市中岡崎町 1-10 

岡崎東病院 岡崎市洞町字向山 16-2 

三嶋内科病院 岡崎市六供町字 3 丁目 8-2 

愛知医科大学メ ディ カ ルセン タ ー 岡崎市仁木町字川越 17-33 

冨田病院 岡崎市本宿町字南中町 32 

藤田医科大学岡崎医療セン タ ー 岡崎市針崎町字五反田 1 

老人保健施設 
老人保健施設羽栗の里 岡崎市羽栗町字田中 26･27･30 番合併地 

岡崎老人保健施設ス ク エア ガーデン  岡崎市羽根町字中田 34 

三田介護老人保健施設 岡崎市欠町字三田田北通 13-1 

老人保健施設さ く ら の里 岡崎市中岡崎町 2-25 

介護老人保健施設さ く ら 大樹 岡崎市大樹寺 3 丁目 9-1 

滝町介護老人保健施設 岡崎市滝町字十楽 72 

介護老人保健施設ヴ ィ ラ 葵 岡崎市竜泉寺町字黒土 55 

老 人 ホ ー ム 
特別養護老人ホ ーム やはぎ苑 岡崎市上佐々木町字大官 49 

ケ ア ハウ ス やはぎ苑 岡崎市上佐々木町字大官 49 

特別養護老人ホ ーム かわいの里 岡崎市秦梨町字平畑 16-1 

ケ ア ハウ ス かわいの里 岡崎市秦梨町字平畑 16-1 

岡崎市総合老人福祉セン タ ー 岡崎市美合町字下長根 2-1 

特別養護老人ホ ーム な のはな苑ふく おか 岡崎市福岡町字四反田 26 

ケ ア ハウ ス なのはな 苑ふく おか 岡崎市福岡町字四反田 26 

ケ ア ハウ ス おと がわ 岡崎市明大寺町字中道 28-2 

愛厚ホ ーム 岡崎苑（ 多床室型施設）  岡崎市竜泉寺町字松本 34-6 

愛厚ホ ーム 岡崎苑（ ユニッ ト 型施設）  岡崎市竜泉寺町字松本 34-6 

特別養護老人ホ ーム 額田の里 岡崎市夏山町字シモツ キ テン 1-1 

軽費老人ホ ーム ケア ハウ ス ヴ ィ ラ 額田 岡崎市夏山町字シモツ キ テン 1-1 

 

有料老人ホ ーム 喜楽の里 岡崎市才栗町字田面 117 

特別養護老人ホ ーム く わがい 岡崎市桑谷町字西平地 45 

特別養護老人ホ ーム 真福の郷 岡崎市真福寺町字神田 100-1 

 特別養護老人ホ ーム ア ルク オーレ 岡崎大平 岡崎市大平町字古渕 25 
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地域密着型特別養護老人ホ ーム な のはな 苑う

えじ  
岡崎市上地町字新佐原 85 

刑 務 所 岡崎医療刑務所 岡崎市上地 4 丁目 24-16 

拘 置 所 岡崎拘置支所 岡崎市明大寺町字道城ケ 入 34-1 

留  置  場 岡崎警察署 岡崎市針崎町字太夫縄手 45 

 

⑷ 郵便等によ る 不在者投票 

   郵便等によ る 不在者投票の対象者に該当する 人は、 必要な手続を 済ま せる  

こ と によ り 、 自宅など において郵便等によ る 不在者投票を 行う こ と ができ る  

制度です。  

   平成 16 年３ 月の公職選挙法の改正によ り 、 郵便等によ る 不在者投票につ

いて、 その対象者が拡大さ れる と と も に、 「 代理記載制度」 が新たに創設さ

れま し た。  

 

ア 対象者 

   ① 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳を 有する 人で、 手帳に次のよ う な

障がいがある と 記載さ れている 人 

区分 身体障がい者手帳 戦傷病者手帳 

両下肢、 体幹 
 １ 級又は２ 級 

特別項症～第２ 項症 

移動機能  

心臓、 腎臓、 呼吸

器、 ぼう こ う 、 直

腸、 小腸 

 １ 級又は３ 級 
特別項症～第３ 項症 

肝臓 １ 級～３ 級 

免疫 １ 級～３ 級  

   ※こ れら の等級に該当し なく ても 、 複数の区分に該当する こ と によ り 対象

と なる 場合があり ま す。  

② 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「 要介護５ 」 と 記載さ れて

いる 人 

 

イ  手順 

① 郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を 記入し（ 氏名は本人が自署）、 

障がい者手帳等の写し （ 氏名・ 障がい名、 等級の頁） 又は介護保険被保
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険者証の写し を 添えて、 選挙管理委員会に提出し ま す。  

   ② 郵便等投票証明書が郵送さ れてき ま す。   

   ③ 選挙の都度、 投票用紙の請求書等が送付さ れてき ま す。  

④ 請求書に必要事項を 記入し （ 氏名は本人が自署） 、 郵便等投票証明書

を 添え投票日４ 日前ま でに、 選挙管理委員会へ提出し てく ださ い。   

⑤ 投票用紙・ 内封筒・ 外封筒等が返信用封筒と と も に郵送さ れてき ま す

ので、 指示に従い投票を 行いま す。 ま た、 郵便等投票証明書も お返し し

ま すので、 大切に保管し ておいてく ださ い。  

   ⑥ 投票用紙を 内封筒に入れて封を し 、 次に外封筒に入れ封を し 投票者氏

名を 記入し ま す。 投票用紙を 入れた封筒を 返信用封筒に入れて、 選挙管

理委員会へ郵送し ま す。  

 

⑸ 郵便等によ る 不在者投票（ 代理記載制度）  

郵便等によ る 不在者投票の対象者で、 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳 

に次のよ う な障がいがある と 記載さ れている 人は、 あら かじ め選挙管理委員

会に届け出た者（ 選挙権を 有する も のに限る 。 ） に投票の記載を さ せる こ と

ができ ま す。  

ア 対象者 

区分 身体障がい者手帳 戦傷病者手帳 

上肢 又は 視覚 １ 級 特別項症～第２ 項症 

  ※ 代理記載の方法によ る 投票を 行う ためにはあら かじ め手続が必要です。  

  イ  手順  

① 次の書類を 選挙管理委員会に提出し ま す。   

         （ 〒444-8601 岡崎市十王町二丁目９ 番地）  

    ａ  郵便等投票証明書交付申請書［ 代理記載用］ （ 本人の自署不要)  

    ｂ  代理記載人と なる べき 者の届出書 （ 本人の自署不要）  

ｃ  代理記載人と なる べき 者によ る 同意書及び宣誓書（ 代理記載人の自署） 
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    ｄ  障がい者手帳等の写し （ 氏名・ 障がい名、 等級の頁）  

   ② 郵便等投票証明書（ 代理記載人と なる べき 者の氏名が記載） が郵送さ  

れてき ま す。  

   ③ 選挙の都度、 投票用紙の請求書等が送付さ れてき ま す。  

④ 請求書に必要事項を 記入し （ 代理記載人が自署） 、 郵便等投票証明書

を 添え投票日４ 日前ま でに、 選挙管理委員会へ提出し てく ださ い。  

⑤ 投票用紙等が返信用封筒と と も に郵送さ れてき ま すので、 指示に従い

投票を 行いま す。 （ 代理記載人は、 投票用紙に選挙人が指示する 候補者

名を 記載し 、 投票用封筒に入れた後、 その表面に署名し ま す。 ） ま た、

郵便等投票証明書も お返し し ま すので、大切に保管し ておいてく ださ い。 

   ⑥ 投票用紙を 内封筒に入れて封を し 、 次に外封筒に入れ封を し 投票者氏

名を 記入し ま す。 投票用紙を 入れた封筒を 返信用封筒に入れて、 選挙管

理委員会へ郵送し ま す。  

 

第７  開票 

 

 投票が終わっ た投票箱が開票所にそろ い、 指定の時刻になる と 、 開票管理者は

開票立会人の立会いのも と に開票を 始めま す。  

 開票は、 投票の当日か翌日に行う こ と になっ ており 、 選挙管理委員会はその結

果を 速やかに選挙人に知ら せる こ と と なっ ていま す。  

 開票は、 選挙人の参観が認めら れていま す。  

 

第８  選挙会 

 

 開票が終わり 、 開票管理者から その結果を 受ける と 、 あら かじ め告示さ れた日

時、 場所で選挙会が開かれ、 選挙長は選挙立会人の立会いのも と に当選人を 決定

し ま す。 こ こ で正式に当選人が決ま り ま す。  
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第９  候補者 

 

 候補者になろ う と する 人は、 選挙の期日の公示（ 告示） のあっ た日に、 郵便で

なく 、 直接所定の様式の文書で届け出ま す。  

 こ の届出書に記載する 候補者の氏名は、 戸籍簿に記載さ れた氏名によ ら なけれ

ばなり ま せん。 ただし 、 戸籍名によ ら ない通称によ っ て一定の公営選挙運動を 行

う 場合は、 こ の届出の際に認定を 受ける こ と が必要です。  

 立候補の際には選挙の種類によ っ て定めら れた金額を 供託し なければなり ま せ

ん。 こ の供託金は、 一定の得票を 獲得すれば、 当選、 落選に関わら ず返さ れま す

が、 一定の得票数に達し なかっ た場合は没収さ れま す。 こ れは、 当選の可能性が

ない、 売名など を 目的にし た無責任な出馬を 防ぐ ための制度です。  

 

○ 供託金の額は以下のと おり です。  

 衆議院比例代表選出議員選挙   ６ ０ ０ 万円 

 衆議院小選挙区選出議員選挙   ３ ０ ０ 万円 

 参議院比例代表選出議員選挙   ６ ０ ０ 万円 

 参議院選挙区選出議員選挙    ３ ０ ０ 万円 

 愛知県知事選挙         ３ ０ ０ 万円 

 愛知県議会議員選挙        ６ ０ 万円 

 岡崎市長選挙          １ ０ ０ 万円 

 岡崎市議会議員選挙        ３ ０ 万円 

＜参考＞ 

 名古屋市長選挙         ２ ４ ０ 万円 

 名古屋市議会議員選挙       ５ ０ 万円 

 町村長選挙            ５ ０ 万円 

 町村議会議員選挙         １ ５ 万円 
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第 10 当選人 

 

 当選人は選挙会において決定さ れま すが、 当選人と なる ためには一定数以上の

得票（ 法定得票数） がある こ と が必要です。  

 得票が同数である と き は、 選挙会において選挙長がく じ で決定し ま す。  

 

法定得票数 

  

 

選挙の種類 法定得票数 

衆議院小選挙区選出議員 有効投票の総数の６ 分の１ 以上 

参議院選挙区選出議員 

 通常選挙におけ る 当該選挙区内の議員

の定数で 有効投票の総数を 除し て 得た

数の６ 分の１ 以上 

地方公共団体の長  有効投票の総数の４ 分の１ 以上 

 地方公共団体の議会の議員 

 当該選挙区内の議員の定数（ 選挙区がな

いと き は、 議員の定数） で有効投票の総

数を 除し て得た数の４ 分の１ 以上 
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第 11 選挙運動 

 

 選挙運動は自由である べき ですが、 こ れを 無制限に放置し ておく と 選挙の公正

を 害する よ う な弊害を 生ずる ため、 公職選挙法では、 選挙の種類ご と に選挙運動

のあり 方を 細かく 規定し ていま す。 時代の移り 変わり にし たがっ て、 選挙運動の

規制の仕方も 順次改めら れてき ており ま すが、 近年では特に公営によ る 選挙運動

の方法が拡大強化さ れてき ま し た。  

 選挙運動の定義にはいろ いろ ある よ う ですが、 ふつう 「 特定の選挙において、

特定の候補者の当選を 目的と し て、 投票を 得又は得さ せる ために直接又は間接に

選挙人に働き かける 行為」 と 言われていま す。  

 

１  選挙運動の期間 

   選挙運動ができ る のは、 立候補の届出を し てから 投票日の前日ま でです。

こ れ以前に選挙運動にわたる 行為を する こ と は、 いわゆる 事前運動と なり 、

罰則を も っ て禁止さ れていま す。  

 

２  選挙運動を する 人の制限 

 選挙運動は、 本来、 だれでも 自由に行う こ と ができ る も のですが、 選挙の

公正な執行を 確保する ため、 次の表に掲げる 人は選挙運動を 行う こ と が禁止

さ れていま す。  

 

区  分 職  名  等 

選挙事務関係者 投票管理者、 開票管理者、 選挙長 

特定の公務員 
選挙管理委員会の委員・ 職員、 裁判官、 検察官、 会計検

査官、 公安委員、 警察官、 収税官、 徴税吏員 

選挙権を 有する 年齢

に達し ていない人 
満 18 歳未満の人 

公民権停止中の人 
選挙犯罪等を 犯し たため、 選挙権及び被選挙権を 有し な

い人 
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  国家公務員は国家公務員法によ り 国内全域、 地方公務員は地方公務員法によ

り 、 その勤務する 公署の管轄区域内で特定の政治活動（ 選挙運動など ） が制限

さ れていま す。 公立学校の教員も 、 国家公務員の例によ り 制限を 受けま す。  

 

＜地位利用の禁止＞ 

  次の人は、その地位を 利用し て選挙運動を 行う こ と はでき ま せん。「 地位を 利

用する 」 と は、 その職務の影響力つま り 人事権、 予算権、 許認可権等の職務上

の権限を 利用し て選挙運動を する こ と です。  

◎ 国若し く は地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若し く は特定地

方独立行政法人の役員若し く は職員 

  ◎ 学校教育法に規定する 学校の長及び教員 

  ◎ 不在者投票のでき る 施設に指定さ れた病院、 老人ホーム 等の施設の長等 

 

３  文書図画によ る 選挙運動 

  ポス タ ー、 立札、 看板、 ビ ラ 、 葉書等があり ま すが、 それぞれ使用枚数や

大き さ に制限があり ま す。  

   ま た、 文書図画の種類によ っ ては当該選挙管理委員会によ る 検印又は証紙

の交付など を 受け、 使用を 認めら れた旨の表示を する 必要があり ま す。  

 

４  言論によ る 選挙運動 

⑴ 個人演説会等 

候補者が政見の発表や投票の依頼など のために自ら 開催する 演説会です。

学校、 公民館、 公会堂等公共の施設のほか、 市町村の選挙管理委員会が指

定し た施設も こ の演説会に使用でき ま す。  

⑵ 街頭演説 

街頭又は広場等で、 多く の人に向かっ てする 演説で、 午前８ 時から 午後

８ 時ま で行う こ と ができ ま す。 ま た、 学校・ 病院など の周辺では静穏保持

に努めなければなら ないこ と と さ れていま す。  
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⑶ 連呼行為 

連呼行為と は、短時間に同一内容の短い文言を 繰り 返すこ と を いいま す。

連呼行為は原則と し て禁止さ れていま すが、 演説会場でする 場合、 又は午

前８ 時から 午後８ 時ま での間に街頭演説の場所及び選挙運動用自動車の上

でする 場合は許さ れていま す。  

⑷ 政見放送及び経歴放送 

テレ ビ ・ ラ ジオによ る 政見放送は、 衆議院議員、 参議院議員及び都道府

県知事の選挙において、 NHK及び民放を 使用し てする こ と ができ ま す。 ま

た、 経歴放送も 、 テレ ビ ・ ラ ジオによ っ て放送さ れま す。  

 

５  選挙期日後の挨拶行為の制限 

 何人も 、 選挙の期日後において、 当選又は落選に関し 、 選挙人に挨拶する

ために次の行為を する こ と はでき ま せん。  

・ 選挙人に対する 戸別訪問 

・ 自筆の手紙又は祝辞、 見舞いなど に対する 答礼の手紙を 除く 文書図画の 

頒布又は掲示 

・ 当選祝賀会等の集会の開催 

 

６  選挙運動費用 

   選挙運動の費用は、 通常の選挙のやり 方の場合を 目安にし て、 選挙の種類 

（ 衆議院比例代表選出議員選挙を 除く 。）、 選挙すべき 議員等の定数、 有権者

の数など によ っ て計算し た額以内に制限さ れていま す。 し たがっ て、 候補者

が乗用する 自動車等に要し た支出など 法律でこ の枠から 外さ れている 経費を

除いては、 こ の限度額を 超えて支出する こ と ができ ま せん。  

  

○ 令和６ 年 10 月６ 日執行岡崎市長選挙・ 岡崎市議会議員一般選挙の 

   選挙運動費用支出限度額 

    岡崎市長         18, 600, 000 円 

    岡崎市議会議員一般選挙  6, 399, 400 円 
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  選挙メ モ７  

 

 地方議員選挙のビ ラ の頒布 地方公共団体の議会の議員の選挙において、

候補者の政策等を 有権者が知る 機会を 拡大する ため、 候補者が選挙運動のた

めのビ ラ を 頒布する こ と ができ る 内容を 盛り 込んだ公職選挙法の一部改正が

平成 31 年３ 月１ 日に施行さ れま し た。 こ れによ り 、 地方公共団体の長の選挙

に加え、 県議会議員や市議会議員の選挙についても それぞれ条例で定める と

こ ろ によ り 、 公費負担を する こ と ができ る こ と と なり ま し た。 愛知県及び岡

崎市においても 条例を 改正し 、平成 31 年４ 月の愛知県議会議員一般選挙及び

令和２ 年の岡崎市議会議員一般選挙から 適用し ていま す。  

 こ のほか市長及び市議会議員選挙における 公費負担と な る 選挙運動と し

て、 自動車の使用、 ポス タ ーの作成、 通常葉書の交付があり ま す。  

 

  選挙メ モ８  

 

 ポス タ ー掲示場 文書図画によ る 選挙運動の一つに、 選挙運動用ポス タ ー

によ る も のがあ り 、 候補者個人のポス タ ーは、 公営ポス タ ー掲示場１ か所に

つき １ 枚掲示する こ と ができ ま す。  

岡崎市のポス タ ー掲示場の数は市長及び市議会議員選挙では 361 か所、 そ

れ以外の選挙では 658 か所あり ま す。  

※ 数は選挙人名簿登録者数によ り 変更さ れる 場合があり ま す。  

 

  選挙メ モ９  

 

イ ン タ ーネッ ト によ る 選挙運動 公職選挙法の改正（ 29 ページ参照） によ

り 、 平成 25 年７ 月の参議院議員通常選挙から 、 候補者・ 政党等はホーム ペー

ジ、 ブロ グ 、 Ｓ Ｎ Ｓ など のウ ェ ブサイ ト 等や電子メ ールを 利用し て、 投票を

呼び掛ける など 、 イ ン タ ーネッ ト を 利用し た選挙運動ができ る よ う になり ま

し た。 ま た、 有権者も ウ ェ ブサイ ト 等を 利用し た選挙運動ができ る よ う にな

り ま し た。  

ただし 、 ウ ェ ブサイ ト 等や電子メ ールには電子メ ールアド レ ス 等を 表示し

なければなら ないなど 一定の条件も あり ま す。  

なお、 選挙運動期間外の選挙運動、 未成年者の選挙運動、 有権者の電子メ

ールを 利用し た選挙運動等は、 引き 続き 禁止さ れていま す。  
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第 12 付録 

  

１  事前運動はこ う し て行われる 。  

   選挙運動は、 立候補の届出を し てから でなければでき ま せん。  

   事前運動は、 届出の前に行われる も のですから 、 いわば運動会で出発合図

のピ ス ト ルが鳴ら ないう ちに走っ ている よ う なも のです。 事前運動と いっ て

も 、 何も 遠い所の話ではあり ま せん。 例えば、 近所付き 合いと いう よ う な、

私たちの身近なと こ ろ で実際に行われる こ と なのです。「 こ んなこ と は大し

たこ と ではない」「 こ んなこ と ぐ ら い」 など と 軽く 考えがちですが、 事前運動

こ そ明る く 正し い選挙のガン と いわれる も ので、 公職選挙法で固く 禁止さ れ

ていま す。  

   ま た、 政治家など は、 通常社交程度の付き 合いも 金のかから ない選挙を 実

現する ため、 選挙区内の者に対し て一切寄附を し てはなら ないこ と と さ れて

いま す。 こ の寄附には、 歳暮、 入学祝、 花輪、 供花など 全て含ま れる こ と と

なっ ていま すので、 事前運動と なら なく ても 禁止さ れていま す。 事前運動を

し た者は、 １ 年以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金に処せら れま す。 ま た、

事前運動の時効は３ 年ですから 、 その間はいつでも 罪に問われる こ と になり

ま す。  

   特に、 事前運動で酒食のも てなし を 受けたり タ オルや石けんなど を も ら っ

たり する と 、 それがたと えお酒１ 本、 タ オル１ 本、 石けん１ 個と いう よ う な

わずかなも のであっ ても 、 買収供応等の罪と なり 、 最高３ 年も の拘禁刑又は

50 万円の罰金と なり ま す。  

   次のよ う な事例でも 、事前運動・ 買収・ 供応と さ れる 場合が多く あり ま す。  

   ◎ 後援会結成趣意書を 新聞に折り 込んで配っ たも の 

   ◎ 時候見舞状や年賀状など を 口実に、 面識も ない有権者に、 多数のあい 

さ つ状を 配っ たも の 

   ◎ 著書や演説会のビ ラ 、 広告に大き く 名前や写真を 掲げたも の 

   ◎ 名前や写真を 大き く 入れた時候見舞いや交通安全のポス タ ーを 多数、
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選挙区内に掲示し たも の 

   ◎ 町内会等を 通じ て、 会員募集に名を 借り て、 後援会の結成趣意書を 多

数配っ たも の 

 

２  こ んな運動も 選挙違反 

   選挙が始ま り 、 選挙運動ができ る よ う になっ ても 、 次のよ う な運動を する  

と 選挙違反になり ま す。  

  ⑴ 買収・ 供応 

   ◎ 有力者多数を 料亭に招いて、 投票を 依頼し 、 酒食を ふる ま っ たも の 

   ◎ 運動員が、後援会結成の名目で有権者を 自宅に招き 、酒食を ふる ま い、

席上で候補者が挨拶し たも の 

   ◎ 碁会の参加賞を 、 候補者の名前入り で配っ たも の 

  ⑵ 戸別訪問 

   ◎ 候補者の知人が各戸を 回っ て投票を 依頼し て歩いたも の 

   ◎ 選挙のポス タ ーを 貼る 承諾を 求める こ と を 口実に、 候補者の運動員が

各戸を 回っ たも の 

   ◎ 何人かで手分けし て、 １ 人１ 戸だけを 訪問する こ と にし 、 こ れを 毎日

続けたも の 

   ◎ 訪問先の家の中に入ら ず、 わざと 庭先や軒先に呼び出し て投票を 依頼

し て歩いたも の 

  ⑶ 飲食物の提供 

   ◎ 通行人を 選挙事務所に呼び入れ、 酒や食事を ふる ま っ たも の 

   ◎ 陣中見舞いと し て酒やビ ールを 選挙事務所へ贈っ たも の 

  ⑷ 文書の配布 

   ◎ 選挙用の表示のないはがき で投票を 依頼し たも の 

   ◎ 候補者の知人等が、 自分の知人多数に手紙で投票を 依頼し たも の 

   ◎  選挙事務所の移転を 口実に、 案内状を 多数郵送し たも の 

   ◎ 候補者の氏名や経歴など を 書いたビ ラ を 新聞に折り 込んだも の 
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   ◎ 選挙運動のビ ラ やチラ シ多数を 街頭で手渡し たり 、 各戸の郵便受けに

入れたり し たも の 

   ◎  候補者を 支持する 組合の機関紙の号外と いう 名目で、 選挙運動の文書

を 多く 配っ たも の 

  ⑸ 文書の掲示・ 回覧 

   ◎ 室内用と 称し て、 候補者のポス タ ーを 人のよ く 集ま る 会場など に貼っ

たも の 

   ◎ 候補者の名前や政権を 大書し た看板を 街頭に立てたも の 

   ◎ 選挙用のはがき 、 文書、 ポス タ ーなど を 回覧板にし て回覧し たも の 

 

３  寄附の禁止 

  選挙が行われている 時はも ちろ ん、 選挙が行われていない時でも 政治家や候 

補者は、 選挙区内にある 者に対し て次のよ う な寄附を する こ と が全面的に禁止 

さ れていま す。  

 ま た、 有権者も こ のよ う な寄附を 求める こ と は禁止さ れていま す。  

 なお、 政治家や候補者がこ のよ う な寄附を し た場合、 政治家本人が自ら 出席 

する 結婚披露宴など 一部の例外を 除いて罰則を も っ て処罰さ れま す。  

 ◎ お中元やお歳暮を 贈る こ と 。  

 ◎ お祭り のと き にお金を 寄附し たり 、 お酒など を 届ける こ と 。  

 ◎ 開店祝いや落成式、 起工式など の時に花輪を 贈る こ と 。  

 ◎ 出産、 入学、 卒業、 就職など のお祝いにお金や品物を 送る こ と 。  

 ◎ 結婚式のと き にお祝いのお金や品物を 贈る こ と 。  

 ◎ お葬式の際、 香典や花輪、 供物など を 贈る こ と 。  

 ◎ 町内会や老人会又は後援会員など の集ま り に、 お金を 寄附し たり 、 食事

やお酒など を 届ける こ と 。  

 ◎ 町内会など の団体旅行の際、 弁当や飲み物を 差し 入れたり 、 バス 代など

の費用を 負担する こ と 。  

 ◎ 選挙区から の陳情者など に食事や飲み物を 出し たり 、 おみやげなど を 渡
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すこ と 。  

 

４  最近の選挙制度の改正 

⑴ 平成 15 年 12 月１ 日  期日前投票制度の創設について  

従来の不在者投票制度が改めら れ、 選挙期日前の投票手続の簡素化等、

選挙人が投票し やすい環境が整えら れま し た。  

⑵ 平成 16 年３ 月１ 日  郵便等によ る 不在者投票制度について  

郵便等によ る 不在者投票の対象者が拡大さ れる と と も に、「 代理記載制度」

が新たに創設さ れま し た。  

⑶ 平成 19 年  在外選挙制度について 

平成 19 年６ 月１ 日以降に実施さ れる 衆議院議員選挙及び参議院議員選

挙から 、 比例代表選挙だけでなく 選挙区選挙でも 投票ができ る よ う になり

ま し た。 ま た、 １ 月１ 日以降は、 在外選挙人名簿の登録に関し て３ か月の

住所要件を 満たし ていない時点においても 、 登録申請ができ る よ う になり

ま し た。  

⑷ 平成 25 年５ 月 26 日 イ ン タ ーネッ ト 選挙運動の解禁について 

   イ ンタ ーネッ ト 等の普及に鑑み、 選挙運動期間における 候補者に関する

情報の充実、 有権者の政治参加の促進等を 図る ため、 イ ン タ ーネッ ト 等を

利用する 方法によ る 選挙運動が解禁さ れま し た。  

 ⑸ 平成 25 年６ 月 30 日 成年被後見人の方の選挙権の回復について 

   平成 25 年７ 月１ 日以降に公示・ 告示さ れる 選挙について、成年被後見人

の方は選挙権・ 被選挙権を 有する こ と と なり ま し た。  

 ⑹ 平成 27 年６ 月 19 日 選挙権年齢の引下げについて 

   選挙権を 有する 者の年齢が、「 満 20 歳以上」 から「 満 18 歳以上」 に引き

下げら れま し た。 平成 28 年６ 月 19 日の施行日以降に公示さ れる 国政選挙

から 、 ま た、 地方選挙ではその国政選挙の公示日以降に告示さ れる 選挙か

ら 適用さ れま し た。  
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 ⑺ 令和３ 年６ 月 23 日 特例郵便等投票について（ 新型コ ロ ナウ イ ルス 感

染症流行に伴う 特例措置）  

   新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症によ り 宿泊・ 自宅療養等を し ている 方で、 一

定の要件に該当する 方は、 令和３ 年６ 月 23 日の施行日以降に告示さ れる

選挙から 、宿泊先や自宅で郵便等によ り 投票ができ る よ う になり ま し た（ 特

例郵便等投票）。  

 ⑻ 令和５ 年２ 月 17 日 国民審査制度について 

   最高裁判所裁判官国民審査における 対象者が拡大さ れ、 在外投票と 洋上

投票においても 投票が可能になり ま し た。  

⑼ 令和５ 年５ 月８ 日 特例郵便等投票について（ 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染

症の感染法上の位置付け変更後の措置）  

   新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症について、 法律上の位置付けが新型イ ン フ ル

エン ザ感染症から ５ 類感染症に変更さ れたこ と によ り 、 外出自粛要請等又

は隔離・ 停留の措置の対象ではなく なる こ と から 、 令和５ 年５ 月８ 日以降

に公示又は告示さ れる 選挙については、 特例郵便等投票は利用でき なく な

り ま し た。  
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２ 　 任期満了によ る 選挙一覧表

選　 挙　 名 前回選挙期日 次回選挙（ 予定） 任期満了年月日

衆 議 院 議 員 令和６ ． 10． 27     令和10． 10． 令和10． 10． 26

参 議 院 議 員 １ 令和４ ． ７ ． 10     令和10． ７ ． 令和10． ７ ． 25

参 議 院 議 員 ２ 令和７ ． ７ ． 20     令和13． ７ ． 令和13． ７ ． 28

県    知    事 令和５ ． ２ ． ５     令和９ ． ２ ． 令和９ ． ２ ． 14

  県 議 会 議 員 令和５ ． ４ ． ９     令和９ ． ４ ． 令和９ ． ４ ． 29

市　 　 　 　 　 長 令和10． 10． 20

市 議 会 議 員 令和10． 10． 25

　 ※　 上記選挙については、 任期満了日前30日以内、 解散の場合は40日以内に選挙が

　 　 行われま す。 （ 例外あり 　 ５ ページ「 選挙メ モ３ 」 参照）

    令和10． 10．令和６ ． 10． ６
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３ 最近の選挙記録

１

２

３

４

有効投票

１７１,５０４

２５１,５７２

５

当 ○

落

〃 ○

〃

中 川 ひ ろ と

関 ひ さ か ず

日本維新の会

日 本 共 産 党

１９,６０５

６,８２５

２８,４８９

１０,１１８

衆 議 院 議 員 総 選 挙 （第５０回） （小 選 挙 区）

令和６年１０月９日解散

公 示 令和６年１０月１５日

執 行 令和６年１０月２７日

投 票 結 果

開 票 結 果

区 分 投票総数 無効投票 その他 無効投票率

岡 崎 市 １７４,９１５ ３,４１１ ３ １.９５

愛知県第１２区 ２５６,８４６ ５,２７４ ５ ２.０５

候補者得票数及び当落

当落重複 候 補 者 氏 名 所 属 党 派
得 票 数

岡 崎 市 愛知県第１２区

しげとく 和彦 立 憲 民 主 党 ８６,７２６ １２６,９４０

あおやま 周平 自 由 民 主 党 ５８,３４８ ８６,０２５

( ７６ ) ( １３ ) ( ６３ ) ( )

( ９２ ) ( １４ ) ( ７８ ) ( )

( １６８ ) ( ２７ ) ( １４１ ) ( )

( １０３ ) ( １７ ) ( ８６ ) ( )

( １３６ ) ( ２３ ) ( １１３ ) ( )

( ２３９ ) ( ４０ ) ( １９９ ) ( )

( )は在外投票分

区 分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率

９０,８９２ ６５,８１４

１５３,１６４ ８４,０２６ ６９,１３８

３０９,８７０ １７４,９１８ １３４,９５２

５８.００

１７.１１
岡
崎
市

男
１５６,７０６

女
５４.８６

１５.２２

計
５６.４５

１６.０７

２２３,２４７ １３３,０７０ ９０,１７７ ５９.６１

１６.５０

２１９,１８４ １２３,７８１ ９５,４０３ ５６.４７
女

愛
知
県
第
1
2
区

男

１６.９１

計
４４２,４３１ ２５６,８５１ １８５,５８０ ５８.０５

１６.７４
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１

２

３

４

５

参 議 院 議 員 通 常 選 挙　 　 （ 第２ ７ 回） 　 　 （ 選 挙 区）

公 示 令和７ 年７ 月３ 日

執 行 令和７ 年７ 月２ ０ 日

投 票 結 果

開 票 結 果

候 補 者得 票 数 及 び 当 落

) ) ) )

) ) ) )

) ) ) )

) ) ) )

) ) ) )

) ) ) )

( 　 　 　 ) は在外投票分

愛
知
県

女
１ ５ ３ , ０ １ ９ ９ ２ , ６ ０ ９

計
３ ０ ９ , ６ ６ ７ １ ９ ２ , ３ ３ ９ １ １ ７ , ３ ２ ８ ６ ２ . １ １

(  ２ ８ . ８ ８

区 分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率

岡
崎
市

男
１ ５ ６ , ６ ４ ８ ９ ９ , ７ ３ ０ ５ ６ , ９ １ ８

(  １ ８ ７ (  ５ ４ (  １ ３ ３

６ ３ . ６ ７

(  ８ ４ (  ２ ３ (  ６ １ (  ２ ７ . ３ ８

３ , ６ ５ ６ , ５ ８ ２ ２ , ４ ２ ２ , １ ３ ２ ６ ０ . １ ５

６ ０ , ４ １ ０ ６ ０ . ５ ２

(  １ ０ ３ (  ３ １ (  ７ ２ (  ３ ０ . １ ０

(  ４ , ４ ９ ４ (  １ , ３ ３ ０ (  ３ , １ ６ ４ (  ２ ９ . ６ ０

男
３ , ０ ２ ３ , ８ ９ ５ １ , ８ ４ ７ , ６ ２ ７ １ , １ ７ ６ , ２ ６ ８ ６ １ . １ ０

(  １ , ９ ４ ２ (  ５ ９ ４ (  １ , ３ ４ ８ (  ３ ０ . ５ ９

女
３ , ０ ５ ４ , ８ １ ９ １ , ８ ０ ８ , ９ ５ ５ １ , ２ ４ ５ , ８ ６ ４ ５ ９ . ２ ２

(  ２ , ５ ５ ２ (  ７ ３ ６ (  １ , ８ １ ６ (  ２ ８ . ８ ４

計
６ , ０ ７ ８ , ７ １ ４

当 落 候 補 者 氏 名 所 属 党 派
得 票 数

岡 崎 市 愛 知 県

当 水 野 こ う い ち 国 民 民 主 党 ３ ３ , ８ ５ ３ ５ ９ ６ , １ ８ ０

〃 田 島 ま い こ 立 憲 民 主 党 ３ ０ , ９ ６ ９ ５ ３ ６ , ２ ６ ０

〃 杉 本 じ ゅ ん こ 参 政 党 ２ ９ , ３ １ ５ ５ ３ １ , ３ ８ ７

〃 酒 井 や す ゆ き 自 由 民 主 党 ２ ８ , ５ ９ ７ ５ ２ １ , ２ ２ ３

落 安 江 の ぶ お 公 明 党 １ ７ , ３ ６ ８ ３ ９ １ , ８ ２ ４

〃 田 中 か つ よ し 減 税 日 本 ８ , １ ３ ０ ２ ５ ４ , ９ ３ ８

〃 つ じ 恵 れ い わ 新 選 組 １ ２ , １ ９ ０ ２ ２ ０ , ６ ４ ２

〃 広 田 さ く ら 日 本 維 新 の 会 １ ０ , ２ ２ １ １ ７ ７ , ８ ７ ０

〃 す や ま 初 美 日 本 共 産 党 ５ , ８ ９ ２ １ ４ ５ , ３ １ ８

〃 山 根 ゆ き や チ ー ム み ら い ４ , ５ ７ ９ ８ ３ , ４ ０ ２

〃 大 西 雅 人 社 会 民 主 党 ２ , ３ １ ９ ４ ５ , ２ ７ ８

〃 そ の は ら た け し 日 本 誠 真 会 １ , ７ ７ ７ ２ ９ , ２ ５ ６

〃 横 山 緑 Ｎ Ｈ Ｋ 党 １ , ３ ８ ９ ２ ５ , ０ １ ７

〃 石 原 悟 日本の家庭を 守る 会 １ , ３ ６ ０ １ ５ , ０ ３ ４

投票総数 有効投票

１ ９ ２ , ３ ３ ７ １ ８ ７ , ９ ５ ９

３ , ６ ５ ６ , ５ ２ ０ ３ , ５ ７ ３ , ６ ２ ９

区 分 無効投票 その他 無効投票率

岡 崎 市 ４ , ３ ７ ８ ２ ２ . ２ ８

２ . ２ ７愛 知 県 ８ ２ , ８ ９ １ ６ ２
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１

２

３

４

５ 候補者得票数及び当落

開 票 結 果

投 票 結 果

愛 知 県 知 事 選 挙 （第２０回）

告 示 令和５年１月１９日

執 行 令和５年２月 ５日

男

女

計

男

女

計 ２,２０６,４６６ ３,８５０,３２５ ３６.４３

愛
知
県

３,０１３,２０８ １,０９９,１９０ １,９１４,０１８ ３６.４８

３,０４３,５８３ １,１０７,２７６ １,９３６,３０７ ３６.３８

６,０５６,７９１

５８,０３２ ９４,０４４ ３８.１６

３０７,５４４ １１８,５６７ １８８,９７７ ３８.５５

当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率

岡
崎
市

１５５,４６８ ６０,５３５ ９４,９３３ ３８.９４

１５２,０７６

区 分

有効投票

１１５,５３２

２,１５１,０９０愛 知 県 ２,２０６,４３９ ５５,３４９ ２７ ２.５１

その他 無効投票率

岡 崎 市 １１８,５６６ ３,０３４ １ ２.５６

区 分 投票総数 無効投票

389 098

610 843

６,３６２

６,５５６

５,６０７

４,３４５

１,４５２,６４８

２５１,２６３

１３０,３７４

１２３,９４０

１０３,８８３

８８,９８１

無 所 属

落 末 永 け い 無 所 属

落 山下しゅんすけ 起きる会。

７９,６９３

１２,９６８

候 補 者 氏 名 所 属 党 派
得 票 数

岡 崎 市 愛 知 県

落 尾 形 け い こ 無 所 属

当 大 村 ひ で あ き

当 落

落 上原しゅんすけ 無 所 属

落 安 江 あ き ら 無 所 属

35



１

２

３

男

女

計

男

女

計

４

５

（額田郡選挙区）

候補者得票数及び当落

愛知県議会議員一般選挙 （岡崎市及び額田郡選挙区） （第２０回）

告 示 令和５年３月３１日

執 行 令和５年４月 ９日

投 票 結 果

区 分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率

岡
崎
市

１５４,５６７ ５９,８５３ ９４,７１４ ３８.７２

１５１,３９０ ５３,５８２ ９７,８０８ ３５.３９

３０５,９５７ １１３,４３５ １９２,５２２ ３７.０８

岡
崎
市
及
び

額
田
郡
選
挙
区

１７１,０４１ ６７,６２９ １０３,４１２ ３９.５４

１６７,６１０ ６０,３９６ １０７,２１４ ３６.０３

３３８,６５１ １２８,０２５ ２１０,６２６ ３７.８０

開 票 結 果

候補者得票数及び当落

２.３７

区 分 投票総数 有効投票

３,０７９ ２

無効投票 その他 無効投票率

岡崎市 １１３,４３３ １１０,７４８ ２,６８５ ２

２.４１岡崎市及び額田郡選挙区 １２８,０２３ １２４,９４４

候 補 者 氏 名 所 属 党 派当 落

当

鈴 木 ま さ と 立 憲 民 主 党 ２１,９２４

無 所 属 １８,１３３

〃

中 根 よ し た か 自 由 民 主 党 ２７,３５０

参 政 党 ６,１６３

〃

山 口 た け し 無 所 属 ２０,２８２〃

そ の や ま 康 男

〃 し ん か い 正 春 自 由 民 主 党 １６,８９６

落 近 藤 き よ し

岡崎市及び額田郡選挙区岡 崎 市
得 票 数

７,０８６

１９,６５９

２０,００９

２２,８３４

２３,８４４

３１,５１２

36



１

２

３

４

５

開 票 結 果

候補者得票数及び当落

計 ３０６,７４９ １６４,０２９ １４２,７２０ ５３.４７

男 １５４,９３７ ８２,６９７ ７２,２４０ ５３.３７

女 １５１,８１２ ８１,３３２ ７０,４８０ ５３.５７

投 票 結 果

区 分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率

岡 崎 市 長 選 挙 （ 第２１回 ）

告 示 令和６年９月２９日

執 行 令和６年１０月６日

投票総数 有効投票 無効投票 その他 無効投票率

１６４,０２７ １６１,１１４ ２,９１３ ２ １.７８

171

828

落

２６,１９１

ア ー ニ ー 無 所 属 ６,１７１

内 田 や す ひ ろ

無 所 属 ６０,２６３

落 ひ る た 浩 一 郎 無 所 属

候補者氏名 所属党派 得 票 数

当

中 根 や す ひ ろ

無 所 属 ６８,４８８

落

当 落
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１

２

３

４

５

開 票 結 果

候補者得票数及び当落（定数３７名 立候補５４名）

計 ３０６,７４９ １６４,００１ １４２,７４８ ５３.４６

男 １５４,９３７ ８２,６８３ ７２,２５４ ５３.３７

女 １５１,８１２ ８１,３１８ ７０,４９４ ５３.５６

投 票 結 果

性 別 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率

岡崎市議会議員一般選挙 （ 第２１回 ）

告 示 令和６年９月２９日

執 行 令和６年１０月６日

２１ ２.５７

有効投票 無効投票 その他 無効投票率

１６３,９８０ １５９,７６９ ４,２１１

投票総数

候補者氏名 所属党派 候補者氏名 所属党派

加藤 ふみあき 無 所 属 ６,１２５
660

山 村 さ か え 公 明 党 ３,１３７

柴田 としみつ 立 憲 民 主 党 ５,５４２ 鈴 木 し ず お 無 所 属 ３,０９４
338

はちすか 一郎 無 所 属 ４,９８０ 杉山 とものり 無 所 属 ３,０４０

原 の り ひ こ 無 所 属 ４,９４０ 加 藤 よ し や 無 所 属 ２,９９１
199

井町 よしたか 無 所 属 ４,１６７ 白 井 ま さ き 無 所 属 ２,８２５

佐藤 てつろう 無 所 属 ４,０３１ 野 島 さ つ き 公 明 党 ２,８２０

加藤 よしゆき 無 所 属 ３,８６９
138

三浦 やすひろ 無 所 属 ２,６９５

い そ べ 亮 次 無 所 属 ３,８０７ 荻野 ひでのり 無 所 属 ２,６４３

金 山 な お き 無 所 属 ３,７９１
546

小田 たかゆき 無 所 属 ２,５９８

神 谷 シ ゲ キ 無 所 属 ３,７８９ 中根 たけひこ 無 所 属 ２,５６２
131

杉浦 ひさなお 無 所 属 ３,７７３ 青 山 あ き こ 無 所 属 ２,４６１

瀬戸 せいたろう 無 所 属 ３,７５６ 近藤 としひろ 無 所 属 ２,２９２

中根 よしあき 日 本 共 産 党 ３,６１０
868

広 重 あ つ し 無 所 属 ２,２８１
814

い と う 正 義 参 政 党 ３,５５０ 春 日 ま す み 無 所 属 ２,２３３

ののやま 雄一郎 無 所 属 ３,５４９ 原 田 恵 太 無 所 属 ２,１６０

大原 まさゆき 無 所 属 ３,５２０ 杉 本 け ん じ 日本維新の会 ２,０８９

福 田 す み よ 無 所 属 ３,５１５ 三 塩 な つ み 無 所 属 １,９４７

鈴 木 ひ で き 無 所 属 ３,４５３
842

柳 け ん い ち 無 所 属 １,９３５

本 多 勝 無 所 属 ３,４４４
374

都築 のりひろ 無 所 属 １,７７９

鈴 木 ま さ 子 日 本 共 産 党 ３,４３６
818

浜 谷 あ や こ 無 所 属 １,６９４

や な せ 太 無 所 属 ３,３４０ 尾 関 あ ゆ み 岡 崎 新 党 １,３５６

野 本 あ つ し 無 所 属 ３,３２４
185

本 多 秀 行 日本維新の会 １,２０３
625

さ か い 正 一 無 所 属 ３,３２３ つるもり 真正 日本維新の会 １,１７２

田 口 正 夫 無 所 属 ３,２３５ にやま まこと 無 所 属 １,０６８

前 田 れ い こ 無 所 属 ３,２１０ すがわら かなこ 無 所 属 １,０３７

はたじり 宣長 公 明 党 ３,１５０ 木村 やすゆき 無 所 属 ９２４

つ ち や 直 樹 公 明 党 ３,１４０
453

よ こ た 大 輔 無 所 属 ３５７

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 落

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

得票数 当落 得票数

当 当

〃 〃

当落

〃

〃

〃

〃
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人 人 人

男 女 計

4 投票区における 選挙人名簿登録者数（ 令和７ 年９ 月１ 日現在）

羽根北新町１ 区、 羽根北新町２ 区、 羽根西１ 丁目～羽根西
３ 丁目、 城南町１ 丁目、 上和田１ 区～上和田３ 区

江口１ 丁目～江口３ 丁目、 天白町１ 区～天白町３ 区、 城南
町２ 丁目、 城南町３ 丁目、 上和田団地

清水、 福岡市場、 仲町、 西八、 対屋、 玉川

高田、 高須、 永井、 萱園

上地１ 区～上地４ 区、 上地６ 区、 上地７ 区

戸崎１ 区～戸崎５ 区

羽根東山２ 区、 羽根東山３ 区、 北羽根陣場、 羽根北１ 区～
羽根北３ 区、 羽根東１ 区～羽根東３ 区、 柱東本１ 区～柱東
本４ 区、 柱曙２ 区

戸崎６ 区、 戸崎町７ 区、 不吹、 美合大通、 美合五本松１ 区

小豆坂１ 区、 東山

柱東町、 柱曙１ 区、 柱曙３ 区、 柱曙４ 区、 針崎東、 若松栄
１ 丁目～若松栄４ 丁目

羽根西新町、 柱郷南、 柱川田、 柱１ 丁目～柱６ 丁目、 針崎
郷、 針崎郷西、 若松郷北、 若松郷南、 若松郷東

東明大寺北、 東明大寺東、 東明大寺南、 竜美旭町、 宮東、
吹矢、 学校東

上明大寺、 宮前、 明大寺本、 西明大寺２ 区、 西明大寺３
区、 明大寺本町第１ 町内会、 久後崎２ 区

南明大寺町、 明大寺葵、 久後崎１ 区、 上六名町、 上六名１
丁目～上六名３ 丁目、 六名１ 丁目～六名３ 丁目、 グリ ーン
ゲート レ ジデンス
上六名４ 丁目、 六名新町、 六名東町、 六名本町１ 区、 六名
本町２ 区、 真宮町、 向山町、 三崎町、 六名南１ 丁目、 六名
南２ 丁目

山手１ 区～山手３ 区、 西明大寺１ 区、 南明大寺２ 区、 南明
大寺３ 区、 竜美西１ 区、 竜美西２ 区

竜美丘１ 区、 竜美丘２ 区、 竜美南

西梅園、 亀井１ ・ ２ 丁目、 籠田、 東六供北、 東六供、 六供
本

八幡、 連尺通、 本町通１ 丁目～本町通３ 丁目、 材木１ 丁目
～材木３ 丁目、 魚町、 西魚、 田町、 康生通東１ ・ ２ 丁目、
康生通西、 康生、 南康生

葵町、 末広、 日名西北町１ 区、 日名西北町２ 区、 日名本
町、 日名中町、 日名南町

井田１ 区、 井田２ 区、 井田６ 区～井田９ 区、 井田新、 井田
南、 井田西

伊賀北１ 区、 石神、 伊賀新町、 伊賀北２ 区、 井田３ 区、 井
田４ 区、 井田10区

稲熊４ 区、 井田５ 区、 井田11区、 井田12区、 真伝１ 区～真
伝５ 区

板屋、 中岡崎、 八帖町、 八帖南町、 八帖北町

伝馬通１ 丁目～伝馬通５ 丁目、 十王、 祐金、 六地蔵１ 丁
目、 西中、 東曙、 曙１ 丁目、 門前、 久右エ門、 花崗、 菅
生、 島町、 唐沢

西欠、 栄町、 根石中欠、 朝日、 若宮、 両町、 中４ 丁目、 中
５ 丁目、 中７ 丁目

東欠、 元欠、 東中、 小呂、 南小呂

上中、 中天神、 中大門、 中本町

梅園１ 丁目～梅園３ 丁目、 六供新、 稲熊２ 区、 稲熊３ 区、
稲熊５ 区、 三葉台

稲熊１ 区、 稲熊６ 区、 稲熊７ 区、 箱柳

能見通１ 丁目、 能見北、 能見中、 東能見、 松本、 福寿、 元
能見南

伊賀南１ 区～伊賀南９ 区、 西六供西、 西六供北、 西六供
南、 西六供東

伊賀北３ 区～伊賀北６ 区、 伊賀北８ 区、 錦町、 広幡、 元能
見北、 元能見中、 城北、 柿田

区 投　 　 票　 　 所 投　 　 票　 　 区　 　 の　 　 区　 　 域

岡崎学区こ ど も の家

中小企業・ 勤労者支援セン タ ー

上地町第１ 公民館

城南学区こ ど も の家

県営上和田住宅集会所

福岡小学校屋内運動場

福岡南保育園

六名学区市民ホーム

竜海中学校屋内運動場

竜美丘学区市民ホーム

南中学校武道場

羽根小学校屋内運動場

小豆坂小学校屋内運動場

翔南中学校武道場

33

31

32

28

30

29

26

27

24

25

19

22

23

三島小学校屋内運動場

明徳保育園

20

21

六名小学校屋内運動場

愛宕小学校屋内運動場

広幡小学校屋内運動場

県立岡崎西高等学校武道場

井田西集会所（ 八幡宮境内）

井田保育園

井田小学校屋内運動場

梅園小学校屋内運動場

稲熊保育園

中央地域福祉センタ ー

図書館交流プラ ザり ぶら ２ 階ギャ ラ リ ー

八帖保育園

連尺学区市民ホーム

16

17

18

14

15

12

13

8

9

10

11

6

7

4 地蔵寺

958 1, 011

1, 960

757 777

岡崎市役所西庁舎ロ ビー

岡崎げんき 館１ 階多目的室

根石小学校屋内運動場

3, 944

3, 050 2, 926 5, 976

1, 984

1, 969

1, 534

2, 113 2, 178 4, 291

1, 781 1, 759 3, 540

457 516 973

1, 841 1, 961 3, 802

1, 736 1, 614 3, 350

706 782 1, 488

1, 285 1, 287 2, 572

1, 388 1, 344 2, 732

2, 612 2, 384 4, 996

1, 454 1, 369 2, 823

1, 560 1, 564 3, 124

4, 408 4, 435 8, 843

1, 965 1, 930 3, 895

790 679 1, 469

3, 037 3, 084 6, 121

2, 103 2, 086 4, 189

1, 484 1, 552 3, 036

2, 024 2, 087 4, 111

1, 191 1, 202 2, 393

2, 595 2, 709 5, 304

2, 494 2, 583 5, 077

2, 287 2, 216 4, 503

1, 461 1, 391 2, 852

3, 054 2, 945 5, 999

1, 611 1, 573 3, 184

1, 763 1, 805 3, 568

2, 131 2, 081 4, 212

1, 413 1, 439 2, 852

2, 340 2, 340 4, 680

1

3

2

5
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人 人 人

区 投　 　 票　 　 所 投　 　 票　 　 区　 　 の　 　 区　 　 域 男 女 計

仁木、 仁木川越、 仁木団地

桑原、 香山の里、 下奥殿、 中奥殿、 上奥殿、 渡通津、 日
影、 川向、 宮石

北野

橋目中、 小針

薮田１ 丁目、 上里１ 丁目～上里３ 丁目

寿町、 百々西町、 河原町、 青木、 百々１ 区、 百々３ 区、 井
ノ 口新町

東阿知和、 西阿知和、 西蔵前、 東蔵前南、 東蔵前北、 岩
津、 岩津天神、 真福寺、 八ッ 木

恵田、 花園、 丹坂、 駒立

細川、 さ く ら 台

奥山田、 北斗台、 緑陽台

岩中、 大井野、 板田、 田口、 若草自治会

鴨田１ 区、 鴨田３ 区～鴨田６ 区

堂前、 松橋、 百々２ 区

鴨田２ 区、 鴨田７ 区～鴨田９ 区、 鴨田南町、 井ノ ロ

薮田２ 丁目、 大樹寺１ 区～大樹寺３ 区、 上大門、 大門新
田、 中大門、 下大門

藤川西部、 藤川東部、 市場、 藤川台、 蓑川１ 区、 蓑川新
町、 蓑川２ 区

舞木１ 区、 舞木２ 区、 羽栗、 山綱１ 区、 山綱２ 区、 池金

本宿町東、 本宿町中、 本宿町西、 本宿町栄、 鉢地、 上衣
文、 大幡、 鶇巣

本宿町緑、 本宿棚田

滝町、 滝新町

米河内、 安戸、 大柳、 新居、 小丸、 蔵次

美合東本、 美合西本、 美合生田東、 美合生田西

平地西１ 区、 平地西２ 区、 平地西４ 区、 平地西５ 区、 平地
中、 平地東、 みはら し 台、 つむぎテラ シア

平地西３ 区、 馬頭、 緑丘１ 区～緑丘３ 区

須淵、 岩戸、 才栗、 秦梨

梁野、 茅原沢、 ちせいの里、 生平、 蓬生、 古部、 切越

竜泉寺、 桑谷、 宮ノ 入

上地５ 区、 上地８ 区～上地10区

大平東、 大平上、 大平下、 大平西、 大平辻中、 丸山、 小美

高隆寺、 洞町

南ヶ 丘町、 南ヶ 丘東、 大西２ 区、 竜美新町

大西１ 区

岡町、 岡２ 区、 保母

若松東、 若松新町、 庄司田１ 区～庄司田４ 区

50

66

67

64

65

62

63

60

61

58

59

56

57

54

55

52

53

51

48

49

47

44

45

46

42

43

北野町公民館

北野学区こ ど も の家

岩津学区市民ホーム

恵田学区市民ホーム

細川学区市民ホーム

北斗台会館

市営住宅仁木荘集会所

奥殿学区市民ホーム

大樹寺学区市民ホーム

春日公民館

大樹寺小学校屋内運動場

大門小学校屋内運動場

北中学校屋内運動場

百々保育園

山中小学校屋内運動場

本宿学区市民ホーム

岡崎グリ ーンラ ンド 集会所

常磐小学校屋内運動場

常磐東学区市民ホーム

常磐南小学校屋内運動場

県立岡崎特別支援学校

高年者センタ ー岡崎

秦梨学区市民ホーム

生平小学校屋内運動場

竜谷学区市民ホーム

藤川小学校屋内運動場

男川学区こ ど も の家

洞町公民館

竜美ケ丘高根山公民館

大西公民館

美合小学校屋内運動場

美合公民館

若松東公民館

上地小学校屋内運動場

41

39

40

37

38

35

36

34 1, 485 1, 531 3, 016

2, 352 2, 254 4, 606

3, 089 3, 016 6, 105

1, 208 1, 173 2, 381

2, 232 2, 342 4, 574

973 1, 002 1, 975

1, 304 1, 267 2, 571

1, 326 1, 364 2, 690

1, 775 1, 801 3, 576

2, 767 2, 724 5, 491

361 370 731

516 501 1, 017

1, 080 1, 133 2, 213

3, 028 2, 818 5, 846

1, 709 1, 707 3, 416

1, 763 1, 789 3, 552

685 749 1, 434

1, 705 1, 767 3, 472

444 457 901

464 502 966

1, 160 1, 212 2, 372

1, 156 1, 181 2, 337

1, 542 1, 500 3, 042

3, 030 2, 844 5, 874

6, 276

409 403 812

2, 141 1, 853 3, 994

2, 190 2, 118 4, 308

1, 145

763 742 1, 505

1, 741 1, 750 3, 491

1, 642 1, 729 3, 371

4, 569

2, 375 1, 638 4, 013

2, 513 2, 056

602 543

3, 118 3, 158
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人 人 人

宇頭、 西本郷

赤渋１ 区～赤渋５ 区、 中之郷、 中之郷団地

牧御堂、 土井、 土井住宅

鬼沢、 柿平、 寺平、 平針、 寺野

宮地町東、 宮地町西、 宮地町中、 法性寺１ 区、 法性寺２ 区

井内町１ 区、 井内町２ 区、 下和田、 野畑

上青野、 在家、 本郷、 下青野、 高橋、 上合歓木、 下合歓
木、 福桶、 坂左右、 上三ッ 木、 下三ッ 木

安藤、 上側、 中島八幡、 中島新町、 上側新町、 定国、 中
村、 国正、 正名二軒屋、 正名新町

中島本町、 中島境町、 後屋敷、 小園、 高畑

原、 宮北市、 河瀬、 仲組、 新居野、 庄野、 桜井寺、 下衣
文、 牧平、 鹿勝川、 鳥川、 細光、 滝尻、 淡渕、 片寄

矢作町１ 区～矢作町３ 区

矢作町４ 区、 暮戸

矢作町５ 区、 北本郷

東本郷、 大和東、 大和南、 大和北、 大和西、 新堀、 富永

筒針、 渡上、 渡下

東牧内、 肥後原団地、 上佐々木、 下佐々木、 島坂、 石工団
地、 昭和、 昭和新町

中園、 東大友、 西大友

舳越、 森越、 橋目本

投　 　 票　 　 区　 　 の　 　 区　 　 域

水別、 切山、 赤田和、 小楠、 毛呂、 竹沢連、 笠井、 名之
内、 柳田、 麻生、 鍛埜東部、 鍛埜中部、 鍛埜西部、 南大
須、 大川、 法味、 高薄

桃ヶ 久保、 保久、 冨尾、 外山、 一色、 中伊、 中伊西88 475下山小学校屋内運動場

区 投　 　 票　 　 所 男 女 計

宮崎学区市民ホーム 468 443 911
木下、 千万町、 石原、 宮崎、 明見、 中金、 東河原、 雨山、
大代

選挙人名簿登録者総数

形埜学区市民ホーム 465 502

251

87

夏山小学校屋内運動場

岡崎市役所額田支所

86

82

79

80

250 29885

83

84

81

77

78

75

76

73

74

71

72

70

69

68

六ツ 美北部学区こ ど も の家

六ツ美中部小学校屋内運動場

六ツ美南部小学校屋内運動場

境町公民館

渡上町公民館

島坂保育園

矢作西小学校屋内運動場

六ツ 美西部学区市民ホーム

六ツ美北部小学校屋内運動場

宮地町公民館

矢作北中学校屋内運動場

矢作こ ど も 園

矢作五区公民館

矢作南小学校屋内運動場

矢作北小学校屋内運動場

矢作東学区こ ど も の家

3, 147 2, 935 6, 082

2, 643 5, 634

1, 947 1, 857 3, 804

1, 466 1, 350 2, 816

2, 991

1, 550 1, 519 3, 069

1, 358 1, 245 2, 603

3, 438 3, 349 6, 787

1, 499 3, 009

5, 127

2, 273 2, 289

2, 660

1, 510

1, 720 3, 622

156, 311 152, 562

4, 294

5, 280

1, 627

967

224

2, 733 2, 547

2, 238 2, 223 4, 461

2, 467

2, 536 2, 431 4, 967

4, 562

308, 873

2, 838 2, 689 5, 527

1, 902

2, 182 2, 112

1, 657 3, 284

548

41



衆議院議員 参議院議員 愛知県知事 愛知県議会議員 岡崎市長 岡崎市議会議員

小選挙区　 289人 選挙区　 148人
（ 愛知県第12区　 1人） （ 愛知県選挙区　 8人） 1人 102人 1人 37人
比例代表　 176人 比例代表　 100人 （ 岡崎市及び額田郡

（ 東海　 　 　  21人） 選挙区　 5人）

4年 6年 4年 4年 4年 4年

12日前 17日前 17日前 9日前 7日前 7日前

（ 火曜日） （ 木曜日） （ 木曜日） （ 金曜日） （ 日曜日） （ 日曜日）

３ カ月以上引き 続き 愛知県内の一の
　 ※１ 市町村に住所を有する 者、 又はその

市町村から 愛知県内の市町村に住所 ３ カ月以上引き 続き 岡崎市の区域内
を移し た者 に住所を有する 者

日本国民で 日本国民で
日本国民で 日本国民で 日本国民で 年齢満25年以上 日本国民で 年齢満25年以上

　 ※１ 年齢満25年以上 年齢満30年以上 年齢満30年以上 愛知県議会議員の 年齢満25年以上 岡崎市議会議員の
選挙権を有する 者 選挙権を有する 者

愛知県選挙区
小選挙区 　 有効投票総数 有効投票総数の 有効投票総数 有効投票総数の 　 有効投票総数
有効投票総数の 　 　 　  ４ １ ／４ 以上 ５ １ ／４ 以上 　 　 　 ３ ７
１ ／６ 以上 の１ ／６ 以上 の１ ／４ 以上 の１ ／４ 以上
小選挙区300万円 選挙区300万円
比例代表 比例代表
→名簿登載者1人につき →名簿登載者1人につき

600万円 600万円
( 重複立候補者: 300万円)

小選挙区 愛知県選挙区
　 有効投票総数 　 有効投票総数 有効投票総数 　 有効投票総数 有効投票総数 　 有効投票総数
　 　 　 ×１ ／１ ０ 　 　 　  ４ 　 ×１ ／１ ０ 　 　 　  ５ 　 ×１ ／１ ０ 　 　 　 ３ ７

　 　 　 　 ×１ ／８ 　 　 　 ×１ ／１ ０ 　 　 　 ×１ ／１ ０
比例代表 比例代表
　 ※２ 　 ※３

①令和10年7月25日

②令和13年7月28日

①令和4年7月10日

②令和7年7月20日

①令和４ 年
 選挙区　  56. 29％

投票率 小選挙区　 56. 45％  比例代表 56. 28％ 38. 55% 37. 08％ 53. 47％ 53. 46％
（ 岡崎市） 比例代表　 56. 45％ ②令和７ 年

 選挙区　  62. 11％
 比例代表 62. 10％

前 ①令和４ 年
 選挙区( 愛知県)

小選挙区 　 　 　 　 　 17人
立候補者数 ( 愛知県第12区) 4人  比例代表　 15党派 6人 6人 4人 54人

（ 名簿届出政党等数） 比例代表 ②令和７ 年
( 東海) 　 　 10党派  選挙区( 愛知県)

　 　 　 　 　 14人
回  比例代表　 16党派

①令和４ 年
 選挙区( 愛知県)
　 　 　 午前1時12分

小選挙区  比例代表
開票結了時刻 　 　 午前1時25分 　 　 　 午前4時05分 午後11時22分 午後10時45分 午前1時20分 午前2時30分
（ 岡崎市） 比例代表 ②令和７ 年

選 　 　 午前2時35分  選挙区( 愛知県)
　 　 　 午前1時12分
 比例代表
　 　 　 午前4時25分
①令和４ 年
　 　 愛知県選挙区

法定得票数 愛知県第12区 　 　 　 129, 008. 916 537, 772. 500 6, 247. 200 40, 278. 500 1, 079. 520
挙 41, 928. 666 ②令和７ 年

　 　 愛知県選挙区
　 　 　 148, 901. 208
①令和４ 年
　 　 愛知県選挙区

供託物没収点 愛知県第12区 　 　 　  96, 756. 687 215, 109. 000 2, 498. 880 16, 111. 400 431. 808

25, 157. 200 ②令和７ 年
　 　 愛知県選挙区
　 　 　 111, 675. 906

※１ 　 　 表の要件を満たし ても 、 ７ ページの「 選挙権・ 被選挙権のない人」 の要件に該当する 人は、 選挙権・ 被選挙権はあり ま せん。

※２ 　 　 衆議院比例代表選挙の供託物没収額
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    　 　 　 　 　 重複立候補のう ち　 　 　 　 　 　    　 　 　 　 　 比例代表選挙
　 　 　 　 没収額＝供託額－　 300万円　 ×　 小選挙区選挙の当選者数　 ＋　 600万円　 ×　 の当選者数　 　 ×　 ２

※３ 　 　 参議院比例代表選挙の供託物没収額
　 　 　 　 没収額＝　 { 　 名簿登載者数－（ 当選人×２ ） 　 } 　 ×　 600万円

被選挙権

供託金額

法定得票数

令和10年10月20日

５ 　 選挙別主要事項一覧

選　 挙　 権

定　 　 　 数

任　 　 　 期

公示日（ 告示日）
選挙期日前

（ 投票日を 日曜日と し た 場合の曜日）

供託物没収点等

任期満了日

選挙期日

令和10年10月26日

令和6年10月27日 令和6年10月6日

日本国民で年齢満18年以上 日本国民で年齢満18年以上
日本国民で年齢満18年以上

300万円 60万円 100万円 30万円

令和5年2月5日

令和9年4月29日

令和6年10月6日

令和9年2月14日

令和5年4月9日

令和10年10月25日
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